
 第 27 回健康スポーツ部会における主な意見 
 

＜議題（１）「Sport in Life ガイドブック」の活用について＞ 
○スポーツ健康産業団体連合会として、会員各企業への周知を行うとともに、４万人近い業

界関係者が来場する SPORTECでの周知に全面的に協力させてもらいたい。 
 
○日本商工会議所のホームページに加え、機関誌を活用して周知を行いたい。また、健康経

営を推進する商工会議所とも連携して周知していきたいと考えている。 
 
○全国の教育機関、特に小・中学校の先生方や保護者の目に留まるよう周知を行うと良い。 
 
○今年度から健康日本 21（第三次）がスタートし、研修会などで具体的なアクション事例

が知りたいという要望も上がっており、そうした場で紹介する機会が増えている。また、

産業医は働く人の健康づくりの観点で運動の取組に関心があるため、URL もつけて紹介

すると良い。 
 
〇ガイドブックの事例はケース別になっており、それぞれの団体の悩みを解決するために

役立つ。町内では、こども園をはじめ様々な現場に提供するとともに、組織的には町村会

で紹介するなど周知を図りたい。 
 
○健康体力づくり事業財団の機関誌の「健康づくり」の８月号に今回のガイドブックの特集

を組んでもらえることになった。健康日本 21（第三次）でも５月号で特集を組まれてお

り、地域における活用の契機になる。また、機関誌は全国の養成大学、専門学校をはじめ

とする関係機関に配られているため、こうした特集は大きな意味がある。 
 
○ガイドブックは利用しやすい媒体となっている。医師会や健康保険組合連合会といった

医療関係団体も重要だが、日本産科婦人科学会における室伏長官の講演により関係者の

意識が高まったという話も聞いているため、学会等でも周知を行えると良い。 
 
〇笹川スポーツ財団では、４月にガイドブックをホームページで公表し、ダウンロードがで

きるようにした。リンクを貼るのでなく、直接ダウンロードが可能な環境整備をすればダ

ウンロード数が増えるのではないか。 
 
＜議題（２）ライフパフォーマンスの向上に向けた目的を持った運動・スポーツの推進につ

いて＞ 
※ 特になし。 
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＜議題（３）スポーツを通じた健康増進に係る調査研究について＞ 
○３つの調査はいずれもスポーツ実施率向上に有効。スポーツ健康産業団体連合会の調査

の中では、仕事を優先に考える中でスポーツをする機会が作れない女性が非常に多いと

の報告もある。女性の健康増進に向けて、性別問わず最前線で働く人のスポーツ実施環境

を整備することが重要。 
 
〇社会保障適正化効果のガイドラインは非常に重要。また、スポーツの健康への寄与度につ

いては様々な実証研究が行われている一方、施策が社会保障費に与える影響に関する研

究はあまりなかったことが分かった。 
 
〇経済格差や教育格差の拡大により、スポーツをやりたくても生活のために優先順位を下

げざるを得ない人もいる。経済状況等とスポーツ実施率を併せて見た上で、アプローチ方

法を研究することも必要。 
 
〇障害者のスポーツ実施率が低い無関心層は、スポーツとの出会いの場が少ないことが分

かっている。スポーツは、外出機会や成功体験等を通じて更なる社会参加につながる有効

なツールであり、先天性の障害者にとっても失われた遊び等を補填できる。報告のあった

３つの調査の全項目で障害者がかかわるため、障害者に絞って実態を把握し、障害者のス

ポーツ実施率向上につなげられると良い。 
 

〇思春期の女性のやせや骨粗しょう症への対応においては、プログラム内容も重要だが、誰

がやるのかが非常に重要。担い手としては養護教諭や栄養教諭など様々いるが、非常に多

忙であり、授業を少し変えるだけでも対応が困難である。また、女性指導者の配置も重要

だが、異動では意味が無く、男性にも指導者として理解してもらうことが必要。 
 

〇性成熟期の課題に、妊娠、出産、育児に伴う時間的、金銭的制約とあるが、働く女性には、

そうしたライフイベントには関わらない制約も多くあるため、そうした観点も課題とし

て取り上げて欲しい。 
 
〇自治体や保険者が、PDCA サイクルを PD から始めてしまうと CA までいかないこと

があり、課題と事業がリンクしない場合も多い。自治体のプランニングを支援する時に、

何ができて何ができていないかチェックし、考察し、次年度の計画に生かすことが有効

であり、３年程度関わることで事業がブラッシュアップされてくる。PDCA サイクル

を回すにあたり、当事者が次の事業改善につながる評価方法を学習し、自走可能にする

という考え方も必要。 



  
 〇スポーツによる住民の健康づくりに取り組む際、対象者を国保の被保険者に限定する

のでなく、全員を対象としなければ町村としては取り込みにくいが、財源の制約により

全員を対象とすることができないという事情もあるため、10 年経過時の運用方法が一

つの課題。また、公平性や住民のプライバシー保護といった課題も生じるため、それを

克服すべく市町村が本気で取り組む姿勢が重要。 
  

〇国民健康保険加入者だけの医療費による効果測定ではなく、医療保険者の枠を超えて、

医療費の統計を使った分析を考えなければならない時期に来ているのではないか。 
 

〇運動・スポーツの出発点である幼児期に、体を動かすことが楽しいと体感してもらう

取組が重要。中学校からスポーツをしない女性が増えることが分かっている中で、ゆく

ゆくは成人となり、保護者となることを考えれば、子育て期の保護者にも、体を動かす

ことの楽しさを認識してもらえる取組も必要。 
 
〇指導者は女性よりも男性の方が多いため、男性指導者に理解を深めてもらうことが必

要。また、女性指導者について、地域に目を向けると、ソフト面・ハード面のいずれに

おいても活躍できるサポート体制が整っているとは言い難い状況であることは課題。 
 

（以上） 


